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納期限内に納めましょう
固定資産税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

●納期限　５月２日 （月）●納期限　５月２日 （月）

介護保険料の
仮徴収額通知書を発送します

お知
らせ
お知
らせ

　65 歳以上の人（第１号被保険者）
を対象に、平成 28 年度介護保険料
の仮徴収額通知書を４月７日㈭に発
送します。
　今回お届けする通知書の保険料額
は、前年度の保険料段階をもとに算
定したものです。年間保険料額は、
平成 28 年度市民税の課税状況をも
とに７月に確定し、改めてお知らせ
します。
　なお、特別徴収を継続する人に
は、今回の仮徴収額通知書を発送し
ませんが、徴収額に変更がある人に
は、介護保険料額変更通知書を発送し
ます。

【問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　FAX 26-3950

便利な「合冊版時刻表」を
ご利用ください

お知
らせ
お知
らせ

　市では、春の鉄道ダイヤ改正にあ
わせて、市内の鉄道路線をより便利
にご利用いただくため、各路線の連
絡時刻が分かるポケットサイズの時
刻表を作成します。
　JR 関西本線・伊賀鉄道伊賀線・
近鉄大阪線の乗り継ぎが分かりやす
いものになっています。巻末には、
上野コミュニティバス「しらさぎ」
の時刻表も載っていますので、ぜひ
ご活用ください。

【配布開始日】
　４月 11 日㈪　
※変更する場合があります。

【配布場所】
　本庁・各支所・各地区市民セン
ター・上野市駅など

【問い合わせ】
　交通政策課
　☎ 22-9663  FAX 22-9852

　経済的な理由で学用品費や給食費
など、学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
　希望する場合は、申請が必要です。
なお、年度ごとに認定しますので、
前年度から引き続き援助を希望する
場合も必ず申請をしてください。
※生活保護と重複する内容の援助は
　受けることができません。

【対象者】
　市立小・中学校に在籍する児童・
生徒の保護者
※所得制限があります。

【申請先】
　在籍する小・中学校

【支給時期】
　年３回（７月・12 月・３月）に
分けて支給します。

【支給対象と予定額（４月認定の場合）】
※①小学校　②中学校
○学用品費：全学年
　① 11,420 円　② 22,320 円
○通学用品費：１年生以外
　① 2,230 円　② 2,230 円
○新入学児童生徒学用品費：４月認
　定の１年生
　① 20,470 円　② 23,550 円
○校外活動費（宿泊を伴わない）：
　全学年
　① 1,570 円　② 2,270 円
○学校給食費：全学年
　① 35,500 円　② 40,700 円
○通学費：公共交通機関を利用した
　通学に限る。
　①実費額（片道４km 以上）
　②実費額（片道６km 以上）
○修学旅行費：修学旅行実施学年
　①②実費額
○校外活動費（宿泊を伴う）：
　校外活動実施学年（交通費・見学
料に限る。）
　①上限 3,620 円　②上限 6,100 円
○医療費：学校病 (※)の治療に限る。
　①②健康保険加入の場合の３割（自
　己負担）分
※ 学校病とは…トラコーマ・結膜炎・
　白

は く せ ん

癬（水虫）・疥
か い せ ん

癬・膿
の う か し ん

痂疹（と
　びひ）・中耳炎・慢性副鼻腔炎（蓄
　のう症）・アデノイド・う歯（虫歯）・
　寄生虫病

【問い合わせ】　
　各小・中学校
　学校教育課
　☎ 47-1282　FAX 47-1290

平成 28 年度就学援助制度お知
らせ
お知
らせ

　消防本部から、救急車の適正利用
についてのお願いです。
◆救える命を救うために
　昨年の伊賀市内の救急
件数は 4,521 件で、1 日
平均約 13 件、救急車が
出動したことになります。
　また、救急搬送された人の約 51％
が、入院を必要としない軽症でした。
　救急要請の中には、症状に緊急
性がなくても、「どこの病院に行け
ばよいかわからない」 「便利だから」 
と 救急車を呼ぶ人がいます。 また、

「平日は休めない」 「日中は用事があ
る」などの理由で、救急外来を夜間
や休日に受診する人もいます。
　救急件数が多くなると遠くの救急
隊が出動する確率が高くなるため、
現場への到着時間が遅れてしまい、
救える命が救えなくなる恐れがあり
ます。救急車の適正な利用にご協力
をお願いします。
◆次のような場合は、まず連絡を
○受診可能な病院がわからない場合
　三重県救急医療情報センター
　☎ 24-1199
○判断に迷ったとき
　伊賀市救急相談ダイヤル 24　
　☎ 0120-4199-22
◆講習会などを開催しています
　消防本部では、平成 28 年度に４
回の公募型救命講習会を開催します。
※第１回の公募型救命講習につい
　ては、広報いが市８月 15 日号で
　お知らせします。
　また、団体での申し込みの場合は、
いつでも開催させていただきます。
　大切な人の命を守るため、いざと
いうときのために応急手当の方法を
身につけましょう。

【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎ 24-9116　FAX 24-9111

救急車を適正に
利用するために

お知
らせ
お知
らせ

お詫びと訂正お知
らせ
お知
らせ

　広報いが市３月 15 日号の 12 頁
に掲載した人権相談の日程に誤りが
ありました。
　お詫びして訂正します。

《誤》　４月 11 日㈮
《正》　４月 11 日㈪
【問い合わせ】
　人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　FAX 47-1288



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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重度障がい児（者）
タクシー等利用料金・

自動車等燃料費助成

お知
らせ
お知
らせ

　重度の障がいのある人が社会参加
や医療機関への通院などをするため
の交通費を助成します。
　タクシー券・自動車燃料券・原動
機付自転車燃料券のいずれかを選択
してください。

【対象者】
　次のいずれかに該当する手帳をお
持ちの人
○身体障害者手帳１級・２級
○療育手帳 A1・A2
○精神障害者保健福祉手帳１級
※平成 28 年度から伊賀市障がい
　児（者）訓練施設等通所費助成を受
　給する人は対象となりません。

【助成額】
○タクシー等乗車券、自動車燃料券
　年間7,200円（1カ月当たり600円）
○原動機付自転車燃料券
　年間3,600円（1カ月当たり300円）
※年度の途中に手帳が新たに交付さ
　れた場合は、交付月以降の分とな
　ります。

【申請方法】
　障害者手帳・印鑑（自動車燃料券・
原動機付自転車燃料券の場合は免許
証・車検証または車両番号の分かる
もの）を持参の上、障がい福祉課ま
たは各支所住民福祉課で申請してく
ださい。

【申請先・問い合わせ】 
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　FAX   22-9662
　各支所住民福祉課

【と　き】　４月 26 日㈫
　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。会員は 100
　円。申し込み不要。認知症の人が　
　参加する場合は、事前に問い合わ
　せてください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター（中部にん
にんサポート伊賀）
　☎ 26-1521　FAX   24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】
　４月４日㈪～ 27 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日は除く。

【ところ】　大山田農村環境改善セン
ター　１階ロビー

【内　容】
　「知らずに使っている不快語」
　普段何気なく使っている言葉の中
には、実は相手にとっては不快な言
葉であるということがあります。普
段の会話に出てくる言葉を掘り下げ
て丁寧に考えるパネル展です。

【問い合わせ】
　寺田市民館　☎／FAX  23-8728

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

　菜の花プロジェ
クトの一環として、
菜の花を見て、食
べて、楽しむまつ
りを開催します。

【と　き】
　４月 10 日㈰
　午前 10 時～午後３時

【ところ】　長田小学校　グラウンド
【内　容】
　各種飲食・販売ブース・キッズダ
ンスなど

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2302　FAX   43-2313

菜の花まつり催し

伊賀市障がい者地域自立支援
協議会委員

募集

　伊賀市障がい者地域自立支援協議
会の議論の場に市民の皆さんの積極
的なご意見を反映させるため、自立
支援協議会委員を募集します。

【募集人数】　１人
【応募資格】
　市内在住または在勤・在学の満
20 歳以上の人

【開催回数】　年 2 回程度
※原則として平日の昼間 2 時間程度

【任　期】
　6 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【応募方法】
　「伊賀市障がい者地域自立支援協
議会委員への応募動機」を 1,000
字程度（様式は自由）にまとめ、住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号を記入の上、郵送・ファッ
クス・Ｅメール・持参のいずれかで
提出してください。

【選考方法】　作文審査
※委員の男女比、年齢構成などを考
　慮の上、選考します。
※結果は、5 月中に通知します。

【応募期限】　5 月 2 日㈪　※必着
【応募先・問い合わせ】 
　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市健康福祉部障がい福祉課
　☎ 22-9657　FAX  22-9662
　　shougai@city.iga.lg.jp

　市では、ふるさと応援寄附金制度
（ふるさと納税）で、寄附された人
に返礼品を贈呈しています。
　今年度、ふるさと応援寄附金制度
をより充実させるために、返礼品を
見直すこととし、市内の事業者など
から広くご提案いただけるよう協力
事業者を募集します。
　詳しくは、市ホームページをご覧
いただくか、電話・ファックス・E
メールのいずれかでお問い合わせく
ださい。

【応募期限】　４月 15 日㈮
【応募先・問い合わせ】
　総合政策課
　☎ 22-9620　FAX  22-9672
　　sougouseisaku@city.iga.lg.jp

ふるさと応援寄附金の
返礼品協力事業者

募集

　離婚・相続・借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、民
事法律扶助による弁護士の巡回無料
法律相談会を開催します。

【と　き】
　４月 20 日、６月 15 日、８月 17 日
　すべて水曜日　午後１時～４時

【ところ】　上野ふれあいプラザ　３
階ボランティア活動室

【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　それぞれの開催日の前
日の午後５時まで

【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　FAX  22-9641

法テラス三重
巡回無料法律相談会

募集


